
令和７年 第１回 川口市教育委員会定例会

                                日 時 令和７年１月２３日（木） 

                                    午後４時００分 

                                場 所 川口市教育委員会室 

日    程

１ 開 会

２ 点 呼

３ 前回会議録の承認

（１）第２２回川口市教育委員会定例会会議録 

４ 教育長報告

（１）川口市地域学校協働活動推進員の解嘱について                    ――  １

（２）令和６年度川口市優秀教職員表彰被表彰者について                  ――  ２

（３）令和７年度市立幼稚園園児数について                        ――  ３

（４）卒業（園）式及び入学（園）式について                       ――  ４

（５）川口市立学校におけるいじめ問題の現状について                   ――当日１

（６）令和７年度地域クラブ活動推進モデル事業の協力団体募集について           ――  ５

（７）川口市部活動方針の改定について                          ――  ６

（８）令和６年度全国健康づくり推進学校表彰について                   ―― １８

５ 協議事項

（１）３月市議会案件について                              ――当日２

（２）卒業（園）式における告辞等について                        ――当日３

６ 議 事

議案第１号 川口市地域学校協働活動推進員を委嘱することについて             ―― ２０

議案第２号 川口市立高等学校通則の一部を改正する規則について              ―― ２１

７ その他

（１）令和７年川口市はたちの集い結果報告について                    ―― ２８

（２）不登校児童生徒支援事業オープンスクール「リガーレ」について            ―― ２９

８ 閉 会



川口市地域学校協働活動推進員の解嘱について 

学校名 氏 名 委嘱年月日 主な役職 解嘱年月日 

幸並中学校 冨高 大輔 令和６年７月８日 ＰＴＡ副会長 令和６年８月５日
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れんたつの部（５０歳以上の部）

番号 性別 経験年数 職名

番号 性別 経験年数 職名

番号 性別 経験年数 職名

教諭 青木中央小 学習指導（体育）

4 佐藤　杏耶

横田　純一

特別支援教育1 青田　由香 女

教科指導（特別の教科道徳）

6 須藤　斗輝 男

神根東小

中堅の部（５０歳未満の部　中堅教諭等資質向上研修修了以後）

男 13

令和６年度川口市優秀教職員表彰被表彰者について

氏　　名 学　校　名 推薦の概要

19

該当者なし

学　校　名 推薦の概要

2 柘上　彩香 女 15 教諭

氏　　名

教諭

芝東中 学習指導（数学、他）

はつらつの部（５０歳未満の部　中堅教諭等資質向上研修修了以前）

氏　　名 学　校　名 推薦の概要

学校運営、学習指導（国語）5

新郷東小

7 齋藤　尋 男 8 教諭 新郷小

教諭 青木中央小

9

学習指導（総合的な学習の時間）

※経験年数は、令和７年３月３１日時点で計算

学習指導（国語）

学校運営、学習指導（算数）

男 11 教諭 西中

3 風間　正弘 男 14 教諭

8 石原　直哉 男 4
(任期付含む)

教諭 市立高
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令和７年度市立幼稚園園児数について

１ 令和７年度

３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

舟戸幼稚園 １０人 １３人 １９人 ４２人

南平幼稚園 ９人 １２人 １６人 ３７人

２園合計 １９人 ２５人 ３５人 ７９人

※入園予定園児数

２ 過去の園児数（参考）

（１）令和６年度

３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

舟戸幼稚園 １２人 １９人 １２人 ４３人

南平幼稚園 １０人 １４人 １４人 ３８人

２園合計 ２２人 ３３人 ２６人 ８１人

※令和６年５月１日時点

（２）令和５年度

３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

舟戸幼稚園 １７人 １３人 １８人 ４８人

南平幼稚園 １２人 １１人 １９人 ４２人

２園合計 ２９人 ２４人 ３７人 ９０人

※令和５年５月１日時点
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卒業（園）式及び入学（園）式について 

１ 令和６年度川口市立学校（園）卒業（園）式 

 月 日（曜） 
開式時刻 

（予定） 
式 場 

幼 稚 園 ３月１８日（火） 午前１０時 自 園 

小 学 校 ３月２４日（月） 午前１０時 自 校 

中 学 校 ３月１４日（金） 午前１０時 自 校 

川口市立高等学校 

附属中学校 
３月１５日（土） 午前１０時 自 校 

芝西中学校陽春分校 

（夜間中学） 
３月１３日（木） 午後 ６時 自 校 

川口市立高等学校（全） ３月１４日（金） 午前１０時 自 校 

川口市立高等学校（定） ３月１４日（金） 午後 ６時 自 校 

２ 令和７年度川口市立学校（園）入学（園）式 

 月 日（曜） 
開式時刻 

（予定） 
式 場 

幼 稚 園 ４月 ９日（水） 午前１０時 自 園 

小 学 校 ４月 ８日（火） 午前１１時 自 校 

中 学 校 

（附属中含む） 
４月 ８日（火） 午後１時３０分 自 校 

芝西中学校陽春分校

（夜間中学） 
４月 ９日（水） 午後 ６時 自 校 

川口市立高等学校（全） ４月 ８日（火） 午後 ２時 自 校 

川口市立高等学校（定） ４月 ９日（水） 午後 ６時 自 校 
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令和７年度地域クラブ活動推進モデル事業の協力団体募集について

１ モデル事業の目的

休日の部活動の段階的な地域移行の推進に関するモデル事業を実施し、地域人

材の確保や費用負担の在り方、運営団体の確保など様々な課題に総合的に取り組

むため。

２ 協力団体募集期間

   令和７年１月１４日（火）～２月１４日（金）

３ 実施事業の種類と実施期間

（１）長期モデル事業

第１期【令和７年４月～令和７年８月】

第２期【令和７年９月～令和８年２月】

（２）短期モデル事業

【令和７年９月～令和８年２月】

４ 団体枠と補助金額

 （１）長期モデル事業： ５団体程度（１３万円）

 （２）短期モデル事業：１０団体程度（ ７万円）

                 計１３５万円

５ 実施条件

（１）実施日時

指導は、原則として土・日曜日の９時から１７時までの間に、１回あたり３時

間程度実施するものとする。

（２）実施場所

   指導は原則として川口市内の施設を使用するものとする。

６ 応募資格

（１）本事業を円滑に実施することができる総合型地域スポーツクラブ、スポーツ

少年団、プロスポーツチーム、スポーツ協会、競技団体、文化芸術団体、大学

若しくは企業などの法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定め

のあるものを含む。）

（２）法人格を有さないが、次に掲げる要件の全てを満たす団体

ア 組織の運営方法などを定めた定款・会則等を有すること。

イ 予算、決算を的確に行っていること。

ウ 活動内容や会計処理に関する情報が公開されていること。

（３）スポーツ及び文化芸術活動に精通している個人（有資格者、有段者等）
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川口市部活動方針の改定について

１ 改定の趣旨

国は、中学校の休日の部活動を段階的に地域クラブ活動に移行する考え方を示

し、令和４年１２月「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する

総合的なガイドライン」を策定し、それを受け、県は令和６年３月に「埼玉県の

学校部活動の在り方に関する方針」を改定した。

県の改定を受け、国・県の方針に準じて本市の方針の改定をするものである。

２ 主な改定内容

   市の改定案を元に、中学校校長会からの意見を加味し、主に以下の点を追記。

 （１）部活動への任意加入（強制加入としないこと）

 （２）平日活動の勤務時間内実施（教員の勤務時間内に活動すること）

（３）中学校における朝練習の原則禁止

（４）部活動以外の多様な活動機会確保への配慮

（５）部活動の地域連携

（６）学校職員が地域クラブ活動に従事する場合の兼職・兼業

（７）合理的でかつ効率的・効果的な指導

３ 今後の流れ

   市内各中学校は、改定された本市の方針を踏まえて、令和７年度の各学校の方

針を作成し、生徒・保護者等へ公表する。
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川口市部活動方針（案） 

令和７年１月改定 

川口市教育委員会 
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川口市部活動方針の改定の趣旨等 
（１）部活動の意義と課題 

○学校部活動（以下「部活動」という。）は、スポーツ、文化芸術活動に興味・関 

心のある同好の生徒が自主的・自発的に参加し、各部の責任者（以下「部顧問」 

という。）の指導の下、学校教育の一環として行われ、教員の献身的な支えによ 

り本市のスポーツ、文化芸術及び科学等の振興の一端を担ってきた。 

○また、生徒がスポーツ・文化芸術等に親しむだけでなく、異年齢との交流の中 

で、生徒同士や生徒と教員等との好ましい人間関係の構築を図るとともに、学 

習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、学校という 

環境における生徒の自主的で多様な学びの場として、教育的意義を有してきた。 

○一方、今後少子化の中でも、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継 

続して親しむことができる機会を確保するためには、学校と地域との連携・協 

働により、部活動の在り方に関し改革に取り組み、持続可能な活動環境を整備 

する必要がある。 

（２）これまでの取組 

○これまで市教育委員会（以下、「市」という。）では、平成３０年にスポーツ庁 

及び文化庁（以下、「国」という。）が示した「部活動の在り方に関する総合的 

なガイドライン」、平成３０年７月に埼玉県教育委員会（以下、「県」という。） 

が示した「埼玉県の部活動の在り方に関する方針」を踏まえ、「川口市部活動 

方針」（平成３１年１月）を策定し、適切な部活動の実施に取り組んできた。 

（３）国からの要請と今後の方向性 

○そのような中、国は、中学校の休日の部活動を段階的に地域クラブ活動に移行 

する考え方を示し、令和４年１２月「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の 

在り方等に関する総合的なガイドライン」を策定し、それを受け、県は令和６ 

年３月に「埼玉県の学校部活動の在り方に関する方針」を改定した。 

○今後、中学校の休日の部活動を地域クラブ活動に移行していくに当たっては、 

部活動についても、参加が任意であることを前提とし、多様なニーズを踏まえ 

適切に実施することが一層重要となる。 

（４）市の方針 

○そこで、市では、県の方針の「１ 適切な運営のための体制整備（１）学校部 

活動の方針の策定」に基づき、市の方針を改定する。 

○市の方針においても、義務教育である中学校段階の部活動を主な対象とし、生 

徒にとって望ましいスポーツ、文化芸術活動の環境を構築するという観点に立 

ち、部活動が、学習指導要領の趣旨を踏まえ、地域、学校、競技種目等に応じ 

た多様な形で最適に実施されることを目指す。 

○市の方針の基本的な考え方は、学校の種類に関わらず該当するものであること 

から、高等学校段階の部活動についても、市の方針を原則として適用し、着実 

に改革に取り組む。その際、高等学校では、中学校教育の基礎の上に多様な教 

育が行われている点に留意する。 
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１ 学校教育における部活動の位置づけ 

 学校教育における部活動の位置づけについては、中学校学習指導要領総則において

以下のように明記されている。

○中学校学習指導要領（平成２９年３月告示）

第１章 総則

第５ 学校運営上の留意事項

 １ 教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動との連携等

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものと

する。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、ス

ポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、

学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、

教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、学校や地域の実態に応

じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携

などの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにするものと

する。

２ 運営のための体制整備 

（１）部活動方針の策定と公表 

①校長は、「川口市部活動方針」に則り、毎年度「学校の部活動に係る活動方針」

を策定し、学校ホームページへの掲載等により公表する。

②各部活動顧問は、年間の活動計画（活動日、休養日及び参加予定大会・コンク

ール等の日程等）について作成し、校長に提出する。

③各部活動顧問は、毎月の活動計画及び活動内容（活動日時・場所、休養日及

び大会・コンクール等の参加日程等）を策定し、校長に提出するとともに、

生徒及び保護者に公表する。

④校長は、部活動顧問が作成した毎月の活動計画及び活動内容について、休養日、

活動時間等が適切に設定されているかを確認し、必要に応じて指導する。
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（２）指導・運営に係る体制の構築 

①校長は、教員だけでなく、部活動指導員や外部指導者等の適切な指導者を確保

し、生徒や教員の数、学校教育法施行規則に規定されている部活動指導員の配

置状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全確保、教員の長時間勤務解消等

の観点から、円滑に部活動を実施できるよう、適正な数の運動部活動及び文化

部活動運動部・文化部を設置する。

②校長は、教員を部活動顧問に決定する際は、部活動顧問の決定に当たっては、

校務全体の効率的・効果的な実施に鑑み、教員の他の校務分掌や本人の抱える

事情、部活動指導員等の配置状況を勘案した上で行うなど、適切な校務分掌と

なるよう留意するとともに、学校全体としての適切な指導、運営及び管理に係

る体制の構築を図る。

③校長は、毎月の活動計画及び活動実績等の確認により、各部の活動内容を把握

し、生徒が安全に活動を行い、教員の負担が過度とならないよう持続可能な運

営体制が整えられているか等について、適宜、指導・是正を行う。

④市は、各学校の生徒や教員の数、部活動指導員の配置状況や校務分担の実態等

を踏まえ、部活動指導員等を積極的に任用し、学校に配置する。また、教員で

はなく部活動指導員が顧問となり、指導や大会等の引率を担うことのできる体

制を構築する。

⑤市は、部活動指導員等の任用・配置に当たっては、以下の内容等に関する研修

を行う。

ア 学校教育について理解し、適切な指導を行うために、部活動の位置づけ、

教育的意義、部活動顧問との連携、生徒の発達の段階に応じた科学的な指導、

安全の確保や事故発生時の対応を適切に行うこと。

イ 体罰（暴力）やハラスメント（生徒の人格を傷つける言動）は、いかなる

場合も許されないこと、服務等（校長の監督を受けることや生徒、保護者等

の信頼を損ねるような行為の禁止等）を遵守すること。

⑥市及び校長は、教員の部活動への関与について、法令や「公立学校の教育職員

の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職

員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針（令和２年文

部科学省告示第１号）」に基づき、業務改善及び勤務時間管理等を行う。

（４）教育委員会は、部活動を充実・活性化させるとともに、教員の負担軽減を図る

ために、部活動指導員等を活用できるよう支援する。

（５）教育委員会は、学校管理下ではない社会教育に位置付けられる活動については、

各種保険に加入することや、学校の負担が増加しないこと等に留意しつつ、生

徒がスポーツ、文化及び科学等の活動に親しめる場所が確保できるよう、学校

等との連携を推進する。
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３ 部活動への入部 

部活動は、生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであることから、

入部については任意とする。

４ 休養日・活動時間等の設定

部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、運動、食事、

休養及び睡眠のバランスの取れた生活を送ることができるよう配慮し、以下を基準と

する。

（１）休養日の設定について 

①学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土

曜日及び日曜日（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とす

る。週末に大会・コンクール等への参加等で活動した場合は、休養日を他の日

に振り替える。）

  ②長期休業日中の休養日の設定は、学期中の休養日の設定に準じる。また、生徒

が十分な休養をとることができるとともに、部活動以外にも多様な活動を行う

ことができるよう、学校閉庁日（８月１２日から１６日まで）及び年末年始（１

２月２９日から１月３日まで）は、原則休養期間とする。

  ③部活動の特性や学校の実態により、年間を見通した長期的な視点で休養日を設

定する必要がある場合は、①の休養日数と同数以上になるように設定する。

（２）活動時間について 

  ①平日の活動について、教員の勤務時間内に実施することを基本とする。

現在、平日の勤務時間外に活動を行っている場合には、各学校の実態に応じて、

計画的な見直しを図る。

②学期中における１日の活動時間は、長くとも平日２時間程度、休業日は３時間

程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。

③長期休業中の活動時間は、学期中における休業日の扱いに準じる。

（３）朝練習について 

   中学校においては、原則朝練習を行わないこととする。

（４）高等学校においては、学校経営方針に基づき、生徒の発達段階を踏まえ、原則

として（１）及び（２）に準じて休養日等を設定する。
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５ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備 

（１）部活動は、生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであることから、

入部については任意とする。校長は、生徒の意思に反して、部活動に強制的に加

入させることがないようにし、するとともに、その活動日数や活動時間を見直し、

生徒が希望すれば、特定の種目・部門だけでなく、スポーツ・文化芸術や科学分

野の活動や地域での活動も含めて、様々な活動の機会が確保を経験されるよう配

慮する。

（２）校長は、学校の指導体制等において、 技能等の向上や大会等で好成績を収め

ることを目指す活動のみならず、 性別や障害の有無を問わず、気軽に友達と楽

しめる、適度な頻度で行えるなど多様なニーズに応じた活動を行うことができる

環境を整備する。

（例 運動部活動）

①複数のスポーツや季節ごとに異なるスポーツを行う活動

②競技志向でなく、レクリエーション志向で行う活動

③体力つくりを目的とした 活動

④生徒が楽しく体を動かす習慣の形成に向けた動機付けとなる活動

（例 文化部活動）

①体験教室などの活動

②レクリエーション的な活動

③障害の有無や年齢等に関わらず一緒に活動することができるアート的活動

④生涯を通じて文化芸術を愛好する環境を促進する活動

（３）市及び校長は、少子化に伴い、単一の学校では特定の分野の部活動を設けるこ

とができない場合や、部活動指導員や外部指導者等が配置できず、指導を望む教

員もいない場合には、生徒のスポーツ・文化芸術活動の機会が損なわれることが

ないよう、当面、複数校の生徒が拠点校の部活動に参加するなど、合同部活動等

の取組を推進する。

（４）校長は、運動、歌や楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒や障害のある生徒が

参加しやすいよう、スポーツ・文化芸術等に親しむことを重視し、一人一人の違

いに応じた課題設定や挑戦することを大切にすることや、過度な負担とならない

よう活動時間を短くする等の工夫や配慮をする。
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６ 部活動の地域連携 

（１）市及び校長は、部活動における地域連携の観点から、学校や地域の実態に応じ

て、地域のスポーツ・文化芸術団体等との連携や民間事業者の活用等により、保

護者の理解と協力を得て、学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポ

ーツ・文化芸術の環境整備を進める。その際、各地域において、行政、学校、ス

ポーツ・文化芸術団体等の関係者が現状や課題を共有し、今後のスポーツ・文化

芸術環境の在り方等を協議する場を設けることも考えられる。 

（２）市及び校長は、地域の実情に応じ、学校種を越え、高等学校、大学及び特別支 

援学校等との合同練習を実施するなどにより連携を深め、生徒同士の切磋琢磨や 

多様な交流の機会を設ける。 

（３）市及び校長は、地域で実施されている分野と同じ分野の部活動については、休 

日の練習を共同で実施するなど段階的に地域連携・地域移行を進める。 

休日に限らず、平日においても、できるところから地域のスポーツ・文化芸術団 

体等と連携して活動する機会を増やす。 

（４）市及び校長は、部活動だけでなく、地域で実施されている既存のスポーツ・文 

化芸術活動の内容等も生徒や保護者に周知するなど、生徒が興味関心に応じて自 

分にふさわしい活動を選べるようにする。 

７ 学校職員が地域クラブ活動に従事する場合の兼職・兼業について 

 部活動の地域移行等に伴い、学校職員が地域クラブ活動に従事する場合について

は、令和６年９月２４日付 教県第８６６号「学校職員が地域クラブ活動に従事す

る場合の兼職・兼業の取扱いについて（通知）」（埼玉県教育委員会教育長）に基づき、

取扱うこととする。

 なお、上記通知に記載されている「兼職・兼業を承認又は許可できない場合」に該

当する項目は、以下の通りである。

（１）職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

（２）職員の勤務する学校及びその関係者と密接な利害関係があり、職務の公正な遂

  行に支障を及ぼすおそれがある場合

（３）対象となる職員の心身の健康を確保するため、①学校における「時間外在校等

時間」と②地域団体における「労働時間」の合計が、単月１００時間未満、複数

月平均８０時間以内とならないことが見込まれる場合（なお、運用にあたっては、

職員の心身の健康の確保のために、目安として「時間外在校等時間」と地域団体

における「労働時間」の通算が月４５時間以内となることが望ましいこととする。）

（４）地域団体の事業の実施方法や報酬の多寡等の態様が社会通念上妥当でないと判

断される場合

（５）条件付採用期間中の職員

（６）その他職員として妥当でないと認められる場合
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８ 指導の在り方 

校長、部顧問、部活動指導員及び外部指導者等は、部活動の実施に当たっては、

生徒の心身の健康管理（スポ―ツ障害・外傷の予防や文化部活動中の障害・外傷の

予防、バランスのとれた学校生活への配慮等を含む。）、事故防止（活動場所におけ

る施設・設備の点検や活動における安全対策等）を徹底し、体罰・ハラスメントを

根絶する。 

特に、運動部活動においては、文部科学省が平成２５年５月に策定した「運動部 

活動での指導のガイドライン」を参照し指導を行う。市は、学校におけるこれらの 

取組が徹底されるよう、学校保健安全法等も踏まえ、適宜、支援及び指導・是正を 

行う。 

（１）体罰等の防止 

体罰は、学校教育法第１１条において禁止されており、校長及び教員は、児童生

徒への指導に当たり、いかなる場合も体罰を行ってはならない。体罰は、違法行為

であるのみならず、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与えるものである。また、直

接受けた生徒だけではなく、その場で目撃した生徒の後々の人生にまで、肉体的・

精神的に悪影響を及ぼすことになる。

部活動の指導においても、部顧問、部活動指導員等による以下＜例＞のような発

言や行為は体罰等として許されないものである。先輩、後輩等の生徒間でも同様に

許されないものであり、暴力行為やいじめの発生を防止することが必要である。

＜例＞

（ア）殴る、蹴る等。

（イ）社会通念、医・科学に基づいた健康管理、安全確保の点から認め難い又は限度を超えたよ

うな肉体的、精神的負荷を課す。

  ・長時間の正座・直立等特定の姿勢の保持や反復行為をさせる。

  ・熱中症の発症が予見され得る状況下で、給水、休憩等の配慮をすることなく活動させる。

  ・武道等において、相手の生徒が受け身をできないように投げたり、まいったと意思表示し

ているにも関わらず攻撃を続けたりする。

  ・防具で守られていない身体の特定の部位を打突することを繰り返す。

（ウ）パワーハラスメントと判断される言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的発言や行為、嫌が

らせ等を行う。

（エ）セクシャルハラスメントと判断される行為や発言を行う。

  ・指導に当たり、必要性や適切さを超えて身体接触を行う。

  ・身体や容姿に関わること、人格否定的（人格等を侮辱したり否定したりするような）発言

を行う。

（オ）特定の生徒に対して独善的に執拗かつ過度に肉体的、精神的負荷を与える。
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（２）合理的でかつ効率的・効果的な指導 

①運動部活動の部顧問、部活動指導員及び外部指導者等は、スポーツ医・科学の 

見地からトレーニング効果を得るために休養を適切にとることが必要である 

こと、また、過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、必ずしも体力・ 

運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解し、競技種目や各分野の特 

性等を踏まえた科学的トレーニングの積極的な導入等により、休養等を適切に 

とりつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。 

②文化部活動の部顧問、部活動指導員及び外部指導者等は、生徒のバランスのと 

れた健全な成長の確保の観点から休養等を適切にとることが必要であること、 

また、過度な練習が生徒の心身に負担を与え、部活動以外の様々な活動に参加 

する機会を奪うこと等を正しく理解し、各分野の特性等を踏まえた効率的・効 

果的な練習・活動の積極的な導入等により、休養等を適切にとりつつ、短時間 

で効果が得られる指導を行う。 

  ③部顧問、部活動指導員及び外部指導者等は、生徒のスポーツ・文化芸術等の能 

力向上や、生涯を通じてスポーツ・文化芸術等に親しむ基礎を培うとともに、 

生徒がバーンアウトすることなく、それぞれの目標を達成できるよう、生徒と 

のコミュニケーションを十分に図った上で指導を行う。その際、専門的知見を 

有する保健体育担当の教員や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差や女子 

の成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行う。 

④成長期にある生徒が運動、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送 

ることができるよう、生徒の休養等を適切にとりつつ、短時間で効果が得られ 

る指導を行う。 

（３）安全指導の徹底 

①事故防止の徹底及び発生時の対応

   部活動は学校教育活動の一環として位置づけられており、参加する生徒の生命

身体の安全を期すため、万全の措置をとるべき義務を負っている。そのため、部

顧問は、外部環境や生徒の能力等を勘案し、発生する可能性のある危険を予見し、

回避すべく適切な予防措置をとらなければならない。

ア 生徒の健康状態と能力を把握すること。

   イ 生徒の安全に配慮した適切な指導を行うこと。

   ウ 活動場所の安全点検を確実に行い、危険因子を除去すること。

   エ 事故が起きた場合に救護等の適切な事後措置をとること。

-16-



8 

②熱中症事故防止の徹底

   ア 高温や多湿時において、活動場所の気温が３５℃、または暑さ指数（ＷＢ

ＧＴ）３１以上の超える場合は、原則として活動を行わないこと。また、そ

れに満たない状況であっても、暑さ指数（WBGT）における熱中症予防運動
指針を参考に、活動時間の短縮や活動中止について考慮すること。

   イ 屋内外に関わらず長時間の運動、作業の際には、活動中は、適切な水分・

塩分補給を行うとともに、こまめに休憩をとること。り、水分や塩分の補給

を行うこと。

   ウ 体育館や教室等の活動場所において、適切にエアコンを使用すること。ド

アや窓を開放し風通しを良くするとともに、扇風機等を使用し気流の確保に

努めること。

   エ 熱中症の兆候（①顔色が悪くなる、②しゃがみこんでしまう、③めまい、

④頭痛、⑤吐き気）等の症状が見られる場合には、直ちに活動を中止させ、

保冷剤や氷で体を冷やす、空調を効かせた教室で休養させるなど必要な措置

を行い、水分を自分で摂取できない場合や症状が改善しない場合は、医療機

関へ搬送する。

＜参考資料＞ 
（公財）日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」より

気温 
（参考） 

暑さ指数 
（WBGT） 熱中症予防運動指針 

35℃以上 31以上 運動は原則中止 特別の場合以外は運動を中止する。 
※特に子どもの場合は中止すべき。

31～35℃ 28～31 厳重警戒 
(激しい運動は中止)

熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持
久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。 
10～20 分おきに休憩をとり、水分・塩分の補
給を行う。体力の低い人、暑さになれていない
人は運動中止。

28～31℃ 25～28 警戒 
（積極的に休息）

熱中症の危険が増すので、積極的に休息をとり
適宜、水分・塩分を補給する。激しい運動では、
30分おきくらいに休息をとる。 

24～28℃ 21～25 注意 
（積極的に水分補給）

熱中症による死亡事故が発生する可能性があ
る。熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合
間に積極的に水分・塩分を補給する。 

24℃未満 21未満 ほぼ安全 
（適宜水分補給）

通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩
分の補給は必要である。市民マラソンなどでは
この条件でも熱中症が発生するので注意。 
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令和６年度全国健康づくり推進学校表彰について 

優良校：川口市立十二月田小学校（校長 富山 益光） 

 優良校：川口市立八幡木中学校（校長 岸田 健吾） 

１ 趣旨 

生涯を通じて、よりよく健康を保持増進するためには、幼少年期からの生活習慣や環 

境など健康的な生活行動が大きく影響することから、学校における健康教育、健康管理 

は重要である。 

このような観点から、学校と家庭、地域社会と連携を図り積極的に健康づくりを推進 

し、成果を挙げている学校を表彰し、もってその充実・普及を図るもの。 

２ 主催 

  公益財団法人 日本学校保健会 

３ 推薦の経緯 

令和５年度埼玉県学校保健・学校安全・学校給食優良学校表彰の結果より、埼玉県教 

育局県立学校部保健体育課が埼玉県推薦校を決定するもの。 

埼玉県推薦校決定にあたり、選考のための実地視察等を実施し、埼玉県推薦校に川口 

市の小学校１校、中学校１校が選出された。 

４ 受賞校  

優良校  十二月田小学校（他 小学校２８校） 

  優良校  八幡木中学校 （他  中学校１５校） 

５ 受賞校の特色ある取組 

【十二月田小学校】  

「家庭・地域とともに 児童の未来を拓く しわすだ笑楽幸」を目指す学校像に掲げ 

様々な実践を行っている。 

●家庭や地域との連携を深め、組織的に推進する健康づくり 

安全教育、保健教育を中心に、道徳教育や特別活動にも重点を置き、組織的に連携し 

ながら、今年度の重点項目として、以下の４点を挙げて、健康づくりを推進している。 

（１）自分の命は自分で守る意識の高揚 

命の安全教育、ＡＥＤの使い方を含めた救急救命講習、心の教育等 

（２）いのち１の日の実施 

毎月１日や長期休業明けに、月ごとに設定されたテーマに沿って、各学級で児 

童が身の回りの安全について考える機会を設けている。 

テーマ例：校内のＡＥＤの場所確認、熱中症について等 

（３）交通事故防止の徹底 

通学班会議や一斉下校、交通安全教室等 

（４）学び舎にふさわしい環境整備 

校内安全点検、環境衛生検査、健康教育に関する掲示物の充実等 
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【八幡木中学校】 

学校教育目標を「自ら学ぶ生徒（知育）」「心豊かな生徒（徳育）」「たくましい生徒 

（体育）」とし、様々な実践を行っている。 

（１）学校保健 

「安全・安心を大切にした保健管理」と「歯と口の健康づくり」を中心とした 

健康教育を実施している。地域・保護者・外部人材と協働しながら生徒自身が進 

んで健康づくりに取り組める力をつけるようにしている。特に「歯と口の健康づ 

くり」では、学校歯科医による歯肉炎予防の歯科保健指導や学校保健委員会のテ 

ーマにしており、組織的に推進している。 

（２）学校安全 

年間を通して計画的かつ組織的に安全教育に対する生徒の適切な対応能力を向 

上させることを念頭に置き実践している。生徒の防災への関心や意識を高めるた 

めに非常食の実食を行っている。また、ＳＮＳ安全教室を行っており、生徒の自 

律を促し、問題の発生を未然に防ぐことを狙いとしている。 

（３）学校給食 

給食の時間を中心に教職員間の連携はもとより、家庭との連携が大切であると 

考え、食物アレルギーや宗教上の対応、学校給食を活用した食指導を行っている。 

また、給食を通して、「食品ロス」・「体づくり」・「丈夫な歯」を考える機会を提供 

している。さらに、学校ファームを活用するために各教科との連携を図る等、食 

に関する指導の実践を日々行っている。 
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議案第１号 

川口市地域学校協働活動推進員を委嘱することについて 

 川口市地域学校協働活動推進員に次の者を委嘱するため、川口市地域学校協働

活動推進員設置要綱第３条第１項の規定により議決を求める。 

記 

１ 委嘱をする者 

学校名 氏 名 主な役職 

幸並中学校 廣瀬 諭 ＰＴＡ副会長 

２ 任期  

令和７年１月２３日から令和８年７月７日まで 

令和７年１月２３日提出 

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之 
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議案第２号

川口市立高等学校通則の一部を改正する規則について

 このことについて別紙のとおり議決を求める。

令和７年１月２３日提出

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之
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川口市立高等学校通則の一部を改正する規則 

川口市立高等学校通則（昭和４７年教育委員会規則第６号）の一部を次のように

改正する。 

様式第２号及び様式第３号を次のように改める。 

様式第２号 別紙のとおり 

様式第３号 別紙のとおり 

附 則 

この規則は、令和７年２月１日から施行する。 
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（備考） 

１ 生徒の氏名、生年月日等は、戸籍抄本又は住民票の抄本により正確に記入すること。 

２ 保護者は、入学願書に記入した者とすること。 

３ 保証人は、独立した生計を営む成年者であること。 

４ 保証人は、在学保証書に定める事項を遵守するものであり、民法第４４６条第１項の保証人 

ではない。 

在 学 保 証 書

年  月  日 

（あて先） 

川口市立高等学校長 

現  住  所             

ふ り が な             
生 徒 氏 名             

年  月  日生 性別  

 上記の者（以下「生徒」という。）の在学中、下記について誓約します。 

記 

１ 学則その他の諸規則の定めを守らせます。 

２ 生徒への連絡がつかない場合その他生徒に関する連絡を学校が取る必要があると判断した 

 場合、学校からの連絡に対応します。 

３ 生徒が休学、復学、退学、転学、転籍及び留学（以下「身上の異動」という。）に係る願い

出をする際に所定の書類に連署するとともに、身上の異動を履行させます。 

現  住  所             

電 話 番 号             

上記生徒との関係

ふ り が な             
保 護 者 氏 名             

 生徒の在学中、下記について誓約します。 

記 

１ 学則その他の諸規則の定めを守らせます。 

２ 生徒及び保護者への連絡がつかない場合その他生徒に関する連絡を学校が取る必要がある 

 と判断した場合、学校からの連絡に対応します。 

３ 生徒が身上の異動に係る願い出をする際に所定の書類に連署するとともに、身上の異動を 

履行させます。 

現  住  所             

電 話 番 号             

上記生徒との関係

ふ り が な             
保 証 人 氏 名             

様式第２号 
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（備考） 

１ 生徒の氏名、生年月日等は、戸籍抄本又は住民票の抄本により正確に記入すること。 

２ 保証人は、成年者であること。 

３ 保証人は、誓約書に定める事項を遵守するものであり、民法第４４６条第１項の保証人 

ではない。 

誓 約 書

年  月  日 

（あて先） 

川口市立高等学校長 

私は、在学中、学則その他の諸規則の定めを守り、学業に励み生徒の本分に背かないことを誓いま

す。 

現  住  所             

ふ り が な             
生 徒 氏 名             

年  月  日生 性別  

 上記の者（以下「生徒」という。）の在学中、下記について誓約します。 

記 

１ 学則その他の諸規則の定めを守らせます。 

２ 生徒への連絡がつかない場合その他生徒に関する連絡を学校が取る必要があると判断した場 

 合、学校からの連絡に対応します。 

３ 生徒が休学、復学、退学、転学、転籍及び留学（以下「身上の異動」という。）に係る願い出 

 をする際に所定の書類に連署するとともに、身上の異動を履行させます。 

現  住  所             

電 話 番 号             

上記生徒との関係

ふ り が な             
保 証 人 氏 名             

様式第３号 
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川口市立高等学校通則の一部を改正する規則案要綱 

１ 改正の趣旨及び内容 

保証人は、生徒に学則等を守らせるとともに、学校からの緊急連絡等に対応す

る責務を負うことを明確化するため、在学保証書及び誓約書の様式を改めるもの。

２ 施行期日 

  令和７年２月１日から施行するもの。 

３ 予算措置 

  不要 

４ その他 

 (1) 根拠法令又は関係法令 

   民法第４４６条 

 (2) パブリック・コメント 

   不要 
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　　　川口市立高等学校通則の一部を改正する規則案新旧対照表
〇　川口市立高等学校通則（昭和４７年教育委員会規則第６号）

-
2
6
-
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令和７年川口市はたちの集い結果報告 

１ 日 時 令和７年１月１３日（祝）午前９時から午後３時まで 

２ 会 場 川口市立グリーンセンター 

３ 対象者 ５，８６４人（男 ３，１０５人 女 ２，７５９人） 

平成１６年４月２日から平成１７年４月１日までに出生した市内在住の男女 

４ 記念品 手ぬぐいハンカチ 

５ 参加者数等 

 男 女 計 

対象者数 ３，１０５人 ２，７５９人 ５，８６４人 

参加者数 １，８８３人 １，６９４人 ３，５７７人 

参加率 ６０．６％ ６１．４％ ６１．０％ 

※参考（前年） 

 男 女 計 

対象者数 ２，９２６人 ２，６４０人 ５，５６６人 

参加者数 １，６３９人 １，５６８人 ３，２０７人 

参加率 ５６.０％ ５９．４％ ５７．６％ 

６ その他 

救護室利用者   計    ０人 
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不登校児童生徒支援事業オープンスクール「リガーレ」について 

１ 目 的 

今日の大きな教育課題である「学校に登校したくてもできない児童生徒」をもつ保護

者、不登校問題に関心のある方々を対象に、不登校の実態や態様等を理解し、その対応

法について考えるとともに、意見交換の場とし、不登校児童生徒の社会的自立への一助

とする。また、不登校傾向の児童生徒が外出することや他者と交流することのきっかけ

をつくることで、児童生徒の社会的自立の一助とする。 

２ 日 時 令和７年２月８日（土）１０時～１１時半 

３ 場 所 川口市立芝西中学校陽春分校 

４ 対象者 川口市に在住する不登校傾向の児童生徒及び保護者 

      ※児童生徒が参加する場合は保護者同伴 

５ 定 員 児童生徒 ４０名 先着順 

      保 護 者 ８０名 先着順 

６ 内 容 

（１）児童生徒対象 

中央図書館・科学館・郷土資料館の職員によるワークショップ 

（２）保護者対象 

保護者とともに不登校を考える会 

講演会 

埼玉学園大学大学院心理学研究科 教授 藤枝 静暁 氏 

７ その他 

  令和８年度開校予定の学びの多様化学校に関する情報提供も行う 
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